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「人生会議」はじめてみませんか？

　厚生労働省は、毎年11月30日を「人生会議の日」としています。
　あなたとあなたの大切な人が安心して「最期の時」を迎えるため
に、思いを伝えることができる今のうちから、今後のことについて
話し合う「人生会議」をはじめてみませんか？

大垣市地域包括支援センター
安井・川並・洲本・浅草 高齢福祉課内（☎82－1166）

地域包括支援センター 大垣市社会福祉協議会
興文・東・西・南・南杭瀬・
日新・静里・綾里・荒崎 総合福祉会館内（☎77－2255）

和合・三城・墨俣 在宅福祉サービスステーション内（☎84－7111）
上石津 上石津老人福祉センター悠楽苑内（☎48－0068）

大垣市地域包括支援センター お勝山
宇留生・赤坂・青墓 お勝山ふれあいセンター内（☎71－5536）

大垣市地域包括支援センター 中川ふれあい
北・中川 中川ふれあいセンター内（☎82－1701）

　市は、市内の医療、介護に関わる人たちと協働し、冊子『わた
しの想い～こころのメモ帳～』を作成しています。

　「人生会議」とは、もしものときのために、人生
の最終段階における医療やケアについて前もって考
え、家族やかかりつけ医など、周囲の大切な人たち
と繰り返し話し合い、共有する取り組みのことです。

●人生会議とは？

～ 11月30日は「人生会議の日」 ～

人生会議
ロゴマーク

●ご活用ください！「わたしの想い～こころのメモ帳～」

　この冊子は、人生の最終段階に向けた様々な想い、
医療に関する希望などについて周りの方と一緒に考え
るきっかけとして、またそれを書き残すための冊子です。
　関心のある方は、お近くの地域包括支援センター
または高齢福祉課（☎４7－7４16）までお問い合わせ
ください。
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自分らしく生きるために

ご利用ください！

在宅福祉サービス
ひとり暮らし高齢者（65歳以上）などを支援

　市は、65歳以上のひとり暮らし高齢者や要援護高齢者、認知症
高齢者など、支援が必要な市内在住の高齢者に対して、次の在宅
福祉サービスを提供しています。お気軽にご利用ください。
　詳しくは、高齢福祉課（☎47－7424）へ。

▶配食サービス
　ひとり暮らし高齢者などで、心身の障がいや病気などにより自炊
が困難な人に対して、食事を配達するととも
に安否を確認します。
＊ 食事の配送／ 1 日 1 食（昼食または夕食の

いずれか）、1 月 1 日を除く毎日
＊ 利用者負担／ 1 食380円

▶軽度生活援助
　ひとり暮らし高齢者などで、虚弱などの理由により生活の手助け
が必要な人に対して、家周りの雑草除去や窓ふき、食材の買い物
など簡単な日常生活の支援を行います。
　利用回数・時間などは、本事業の委託業者であるシルバー人材
センターとの打ち合わせの上、決定します。
＊ 利用者負担／２00円（ 1 人 1 時間）＋材料費など必要経費の実費分

▶消火器などの安全機器の給付
　ひとり暮らし高齢者台帳の登録者に対して、火災など非常の場合
に備え、消火器やガス漏れ警報器、火災警報器を給付します。
＊ 利用者負担／実費（生活保護世帯・前年度の市民税が非課税の人

は無料）

▶寝具類の洗濯・乾燥・消毒サービス
　心身の障がいや病気などにより、寝具類の衛生管理が困難な人に
対して、寝具類の洗濯や乾燥消毒を行います。
＊ 利用者負担／600円（生活保護世帯は無料）

▶訪問理美容サービス
　要支援または要介護と認定され、心身の障がいや
病気などにより、理容院へ行くことが困難な人に
対して、理容師が自宅まで伺う費用を市が負担します。
＊ 利用者負担／理容料金（実費）

▶高齢者バス通院費用の助成
　70歳以上で、自動車を運転することができない人が、市内の医療
機関に通院するため、路線バスを利用した場合（ 1 週間に 1 回の
通院まで）に、利用額の半額を助成します。
　申請には、医療機関の領収証と乗車区間が記載された乗車証明書
または回数券の領収書の写しが必要です。

▶緊急通報体制の整備（見守りほっとライン）
　ひとり暮らし高齢者などに対して、２４時間体制

▶見守り電球の購入費用などの助成
　市内在住のひとり暮らし高齢者などを見守る人に対して、通信
機能を内蔵した「見守り電球」の購入費用などを助成します。
　見守られる人の居宅に設置して、電球の点灯・消灯状況をスマート
フォンアプリで随時確認することができます。２４時間経過しても
点灯しない場合や、長時間継続して点灯している場合は、注意
メッセージが送られてきます。
＊ 助成額／電球購入費用全額。なお、アプリの月額利用料638円は

令和 6 年 3 月まで助成し、 ４ 月以降は自己負担　※要事前申請

▶高齢者位置情報提供サービス
　要支援または要介護と認定された認知症高齢者を在宅で介護して
いる介護者に対して、高齢者が道に迷った際の事故防止などを目的
に、位置検索端末機（GPS）を貸与します。

▶ひとり暮らし高齢者台帳への登録
　ひとり暮らし高齢者台帳に本人の情報や連絡先を登録していただき、
緊急時などに高齢福祉課から、登録されている家族などに連絡します。

で緊急時の連絡や健康相談ができる、緊急通報
装置＝写真＝を貸与します。

▶見守りシールの交付
　認知症で行方不明になる可能性の
ある人に、衣服などに貼る「見守り
シール」を交付します。
　見守りシールの二次元コードを

▶家族介護慰労（紙おむつなど給付）
　要介護 3 ～ 5 と認定された65歳以上の人を在宅で介護している
市民税非課税世帯の介護者に対して、紙おむつなどの介護用品を給付
します（特別障害者手当の受給者、入院・入所中の人の介護者は除く）。

発見者がスマートフォンで読み取ると、シールを付けている人の
家族と連絡を取ることができ、迅速な保護につながります。

＊ 利用者負担／ 1 か月４４0円（所得税非課税世帯は無料）


